
 

 

 

 

2023年 11月 27日 

 

株式会社  ヤマカ木材との  

ポジティブ・インパクト・ファイナンスの契約締結について  

 

岐阜信用金庫（理事長 好岡 政宏）は、持続可能な社会への貢献を共に実現するため、 

株式会社 ヤマカ木材（代表取締役 山田 重貴）と、「ポジティブ・インパクト・ファイナン

ス」の契約を締結いたしましたのでお知らせします。 

 

岐阜信用金庫は、引き続き、地域金融機関としての責任を果たし、ポジティブ・インパク

ト・ファイナンスの普及と持続可能な社会を実現するために、お客さまの目標にあわせたサ

ポートを行い、ポジティブな社会的、環境的、経済的なインパクトの実現に積極的に取り組

んでいきます。 

記 

【契約内容】 

融 資 金 額 50百万円 

期     間 7年 

資 金 使 途 事業資金 

【企業概要】 

企 業 名 株式会社 ヤマカ木材 

所 在 地 岐阜県岐阜市城東通 2丁目 44番地 2 

代 表 者 山田 重貴 

事 業 内 容 

新築住宅の請負・設計・施工、リフォームの請負・設計・施工 

不動産取引業務 

住まいのコンサルティング業 

資 本 金 90百万円 

設   立 1974年 8月 28日 

第三者評価機関 
株式会社 格付投資情報センター 

評価レポート：https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html 

 

以 上  
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岐阜信用金庫は、株式会社ヤマカ木材（以下、「ヤマカ木材」）に対してポジティブインパクトフ

ァイナンス（以下、「PIF」）を実施するにあたって、同社の事業活動が環境・社会・経済に及ぼ

すインパクト（ポジティブインパクトおよびネガティブインパクト）を分析・評価した。この分析・評価

は、国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP FI）が提唱した PIF 原則および PIF 実施ガイド

（モデル・フレームワーク）、ESG 金融ハイレベル・パネルにおいてポジティブインパクトファイナンスタ

スクフォースがまとめた「インパクトファイナンスの基本的考え方」に則ったうえで、岐阜信用金庫が

開発した評価体系に基づいている。 
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1．事業概要 

(1)企業概要 

同社は岐阜県を主要営業エリアとする老舗ハウスメーカーであり、お客さまの健やかな住空間の実現

に向けた理想の住まいを提供している。 

材木問屋を祖業とする同社は、“住まいづくりを通じて人の幸せと社会に貢献する”というミッションを

掲げ、無垢材にこだわった自然素材の耐震性能が高い安全な戸建て住宅建築を強みとしている。

近年では東海エリアへ積極的に進出し、年間 200 棟以上の家づくりを手掛けている。注文系ビルダ

ー売上高成長率ランキングにて全国１位を獲得するなど、成長著しい企業であり、地域トップビルダ

ーとしての地位を確立している。 

企業名 株式会社ヤマカ木材 

設立 1974 年 8 月 

資本金 9,000 万円 

代表者 山田 重貴 

売上高 54 億 4,900 万円（2023 年 4 月期） 

事業内容 ① 新築住宅の請負・設計・施工、リフォームの請負・設計・施工 

② 不動産取引業務 

③ 住まいのコンサルティング業 

従業員数（連結） 151 名（2023 年 7 月現在） 

本社所在地 岐阜県岐阜市城東通 2 丁目 44-2 

展示場 

事業部 

 

【展示場】 

県庁前第 1 展示場（岐阜県岐阜市） 

県庁前第２展示場（岐阜県岐阜市） 

各務原展示場（岐阜県各務原市） 

可児展示場（岐阜県可児市） 

土岐展示場（岐阜県土岐市） 

蟹江展示場（愛知県海部郡蟹江町） 

小牧展示場（愛知県小牧市） 

長久手展示場（愛知県長久手市） 

【事業部】 

オンリーホーム（岐阜県岐阜市） 

シンプルホーム（岐阜県岐阜市） 

YAMAKA Design Studio（岐阜県岐阜市） 

資格・認証 建設業：国土交通⼤⾂許可（般-3）第 28264 号 

宅地建物：岐阜県知事（11）第 2480 号 

ニ級建築士事務所：岐阜県知事 第 11002 号 
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 (2)沿革 

1951年 創業者山田数雄が山田材木店を個人創業 

1967年 建設業登録 

1974年 株式会社ヤマカ木材として法人設立（資本金 1,000 万円） 

1982年 宅地建物取引業登録 

1998年 山田数重が代表取締役に就任 

2002年 「ヤマカ設計室木もく」として設計事務所登録 

2004年 資本金を 2,000 万円に増資 

2010年 現代表取締役山田重貴が代表取締役に就任 

2014年 岐阜北店兼モデルハウスをオープン 

2015年 岐阜北店移転 

2016年 ⼤垣店オープン、本社事務所新社屋（現事務所）に移転 

2017年 岐阜ハウジングギャラリー各務原展示場オープン 

2018年 分譲事業部（シンプルホーム）創設 

2019年 岐阜ハウジングギャラリー県庁前展示場、オンリーホーム展示場オープン 

岐阜北店閉鎖 

2020年 シンプルホームショールームオープン 

2021年 ヤマカホールディングス設立、ヤマカデザインスタジオ開設 

可児中日ハウジングセンター可児展示場オープン、CBC ハウジング蟹江展示

場オープン、中京テレビハウジング小牧展示場オープン 

2022年 土岐ハウジングセンターオープン、資本金を 9,000 万円に増資、 

⼤垣店閉鎖 

2023年 CBC ハウジング長久手オープン、県庁前第２展示場（平屋）オープン、 

シンプルホーム東濃店＆ヤマカ木材東濃事務所 

 

(3)経営理念など 

① 経営理念 
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② ミッション（パーパス） 

 

 

③ ポリシー（信条） 

 
 

住まい作りを通じて、人の幸せと社会に貢献する。 
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④  組織体制 

 

 
 

2．サステナビリティ 

(1)社会貢献に資する取り組み 

同社は地域に根差したハウスメーカーとして、安全で快適な暮らしを提供するために自然素材を

使用した家づくりを通じて、住み続けられる街づくりへ貢献している。 

具体的な取り組み内容は下記のとおりである。 

○高品質で価格優位性を兼ね備えた家づくりを通じた街づくりへの貢献 

・資金計画、土地探し、プラン検討、長期アフターフォローまで、顧客世帯の生涯のパートナー 

としての家づくりをサポートし、新たな街づくりを創出している。 

・老舗木材問屋を祖業とし自然素材（無垢材）を使用した家づくりを通じた安全でぬくもりの

ある快適な暮らしを提供している。 

・設計において構造計算（許容応力度計算）、最長 60 年の長期保証、住宅設備 10 年

保証、第三者機関の外部検査を実施することで耐震性能・耐風性能の高い住宅の建築に

より人びとが安心して長く住み続けられる生活を担保している。 

＜許容応力度計算＞ 

住宅設計の段階でより詳しく各部材の強度を計算し、耐震等級 3 相当の性能をより高い水準で

実現している。 

・注文住宅を手掛ける中で培われた設計力を活かし、建売住宅を建築することで注文住宅の
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クオリティを兼ね備えた建売住宅を適正価格（価格競争力のある商品）で提供することによ

って住宅取得を促進している。 

・展示場を開設・モデルハウス展示を積極的に行うことで、家づくりを実際に「目で見て、触って、

感じてもらうこと」で同社住宅を身近に感じやすくしている。注文住宅・建売住宅のマルチブラ

ンド展開での多様なニーズに対応した家づくりの提供により理想の住まい取得を支援している。 

・SNS などを活用することで住宅購入を検討中の顧客以外の潜在的ニーズがある顧客層へも

幅広くアプローチし、住宅取得のハードルを下げている。 

○地域活性化への貢献 

・モデルハウスを活用したイベント開催を通じて地域活性化への貢献している。 

 

(2)人材育成・定着に資する取り組み 

同社では多様な人材が能力と個性を生かし、すべての従業員がいきいきとやりがいをもって働くこ

との出来る職場環境づくりを推進している。 

具体的な取り組み内容は以下の通りである。 

○多様な人材が働き続けられる職場環境の整備 

・結婚、出産後も働きたいという女性の働き方に対応するための育休、産休など諸制度、復職

後フルタイムでの勤務が難しい場合には時短勤務制度、長く働き続けられる定年後再雇用

制度を整備し、多様な人材が活躍できる職場づくりに取り組んでいる。 

・現場作業において安全第一を徹底し、無事故・無災害に取り組んでいる。 

・在宅ワーク、フレックス制度推進による過度の長時間労働の抑制をし、ワークライフバランスの

推進をしている。 

・外国人人材（ベトナム人）の積極雇用、社員寮提供による日本での生活支援をしている。 

・高校生をメインとしたインターンシップの実施により、同社で働くイメージをしやすく、ミスマッチ解

消や定着性向上に努めている。 

・女性の活躍機会が多い設計職の技術力向上の機会を提供することで、仕事を通じたジェン

ダー平等に貢献している。 

  ○従業員のスキルアップ支援環境の整備 

・内定者段階から開始する階層別研修、OJT 研修の実施をしている。 

・若手社員へのメンター制度による定期面談の実施により、業務のみならずプライベートの悩み

を親身に聞き取りし、職場改善を図っている。 

・代表取締役から会社の将来についての情報を共有し、各部門リーダーが心構えや考え方を

伝える幹部候補生育成塾の実施や部門別の社内勉強会を定期的に実施している。 

・建築士、宅地建物取引士、インテリアコーディネーター、施工管理技士など推奨取得資格の

設定、資格取得補助、資格手当付与を実施している。 

(3)環境保全に資する取り組み 

同社では人と環境にやさしい安心・安全な家づくりを通じて環境リスクの低減および環境保全へ
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の貢献を目指した事業活動を展開している。 

具体的な取り組み内容は以下の通りである。 

  ○高性能住宅の提供を通じた環境保全への取り組み 

・「ZEH」相当住宅の普及を積極的に推進し、高気密・高断熱の家に加えて「省エネ」と「創エ

ネ」を組み合わせ、家のエネルギー収支ゼロ以下を目指した家づくりを提供している。 

 ＜「ZEH」相当住宅＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○業務効率化などを通じた省エネルギー化の推進、廃棄物削減の推進 

・工事関連発注業務をはじめとした業務効率化・システム化、従業員へのタブレット支給によっ

てペーパーレス化を図っている。 

・見積積算精度の向上や規格化住宅の提供を通じて建築現場における残資材の削減を図

っている。 

・建築現場において、廃棄物の分別徹底や適切な汚水処理をしている。 

・社内照明 LED 化を通じた省エネルギー化の推進をしている。 

「ZEH」は建物内で消費されるエネルギーを、太陽光発電などの再生可能エネルギー源から供給

し、年間のエネルギー収支をゼロ以下にするという特徴を有していることに対し、「ZEH」相当住宅

は ZEH 基準を完全に満たさない場合でも、その近い水準に達している住宅を指すものである。 

主に、太陽光発電などの再生可能エネルギーが未導入であるが、その他の日本住宅性能表示

基準における断熱等性能等級や一次エネルギー消費量等級については「ZEH」基準に適合した

住宅のことを指す。 
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(4)SDGs 行動宣言 
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3．インパクトの特定 

(1)事業内容 

材木問屋を祖業とする同社は、その後建設業として住宅建設に事業転換を果たし、現在ではエ

ンドユーザーとなる一般個人にターゲットを絞った住宅建築事業に特化している。 

同社では 3 種のコンセプト・価格帯の異なるブランドを使い分けることにより、顧客の多様なニーズ

に対応しながら地域の家づくり、街づくりに貢献している。 

 

【Naturie（ナチュリエ）】 

同社製住宅のメインブランドとして展開する「Naturie（ナチュリエ）」は、コストを抑えながらも自

然素材をふんだんに使用した木の「ぬくもり」や「やさしさ」を感じられる自分らしい家づくりを実現す

るブランドである。坪数ごとに基本価格を設定したわかりやすい価格体系が人気を博している。 

また、豊富なバリエーションの標準仕様の選択肢（イージーオーダー）に加えて、造作カウンターや

太陽光パネル、エコキュートといった豊富なオプション設定により、より自分たちらしい家づくりを実現

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ONLY HOME（オンリーホーム）】  

家に求める良い仕様が”全て”標準装備で詰まっている、生涯ずっと暮らしやすい高性能な家をコ

ンセプトとしたパーフェクトフル装備住宅であり、デザインについても 4 つの基本デザインスタイルから、

ライフスタイルに合わせて選択可能としている。 
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【Simple Home（シンプルホーム）】 

同社が注文住宅を手掛けてきた実績、ノウハウを活用し、土地の形ごとに厳選された人気の間取

りを採用した建売住宅中心のブランドである。 

学校の近くや駅の近くといった利便性の高い土地にこだわりを持ち、実際の生活に即した必要十

分な設備を採用・統一化することでのスケールメリットを発揮することで、高品質かつ低コストでの

戸建て住宅提供を可能としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

同社では、エンドユーザーである一般個人向け住宅建築に特化した事業展開を図ってくる中で多

様な顧客ニーズへの対応力の強化、⼤手ハウスメーカーとの差別化を図っていくために上記の 3 ブ

ランド体制を整備し、現在の地域内トップビルダーとしての体制を築き上げてきた。 

 

上記 3 ブランドいずれにおいても耐震シミュレーションソフト（許容応力度計算）のシミュレーショ

ン結果に基づく耐震等級 3、断熱等性能等級５、一次エネルギー消費量等級６などの基本性

能の高さ、最長 60 年の長期保証体制の整備により、入居後も安心して住み続けられ、顧客へ

心身ともに快適に過ごせる環境を提供している。 

また、長期保証体制による定期メンテナンスを通じて顧客世帯との強い関係性を築き、顧客世

帯の生活環境の変化などにあわせたリフォームについても対応することで顧客へ提供する同社サー

ビスの生涯価値の最⼤化を図っている。  
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(2)バリューチェーン分析 

インパクトの特定のため、同社主力事業である「住宅建築事業」についてバリューチェーン分析を

実施した。 

同社は一般個人向け戸建て住宅の建築に特化し、設計から施工、アフターメンテナンスまでを一

貫対応している。 

また、同社は不動産業も営んでいるが、不動産業については住宅建築事業の付随事業としての

位置づけであり、住宅用造成地を複数軒分取得したうえで建売住宅「Simple Home（シン

プルホーム）」を建築し土地とセットで提供することや、注文住宅建築における住宅とセットでの提

供を基本としている。 

同社が提供する一般個人向け戸建て住宅は、機能性、価格帯別に「Naturie（ナチュリエ）」、

「ONLY HOME（オンリーホーム）」、「Simple Home（シンプルホーム）」の 3 ブランドを展

開しており、顧客世帯のニーズにあわせた住宅提供を可能としている。 

また、同社住宅建築の特徴として顧客との直接契約、直接施工を原則としており、他の営業会

社やハウスメーカーで見られるような他の建築会社と契約をすることや、工事をすべて下請けの建

築会社が施工するようなことはなく、自社ですべて責任をもって契約、施工管理を実施するため顧

客ニーズにより深く応え、満足度の高い住宅を提供可能としている。 

 

 同社のバリューチェーン図（図は同社提供資料をもとに岐阜信用金庫にて作成） 
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(3)インパクトレーダーによるマッピング 

先述のバリューチェーン分析の結果をもとに、インパクトマッピングを実施する。 

同社の事業および川上・川下の事業を国際産業標準分類（ISIC）上の業種カテゴリに適用さ

せた上、UNEP FI が提供するインパクトレーダーを用いて「ポジティブインパクト」（以下 PI）と「ネ

ガティブインパクト」（以下 NI）を想定する。 

同社の事業については「建築工事業（ISIC:4100）」、「自己所有物件または賃貸物件によ

る不動産業（ISIC:6810）」を、川上の事業については「建築用木材及び建具製造業

（ISIC:1622）」、「建築材料、金物類及び配管暖房設備器具卸売業（ISIC:4663）」を

それぞれ適用し、発生するインパクトの検証を行った。 

  
上表のうち、川上事業については当社が与える影響は限定的であるため分析を省略し、川下に

ついては対象が一般個人となることから分析を省略する。 

PI NI PI NI PI NI PI NI PI NI

水

食糧

住居 ○ ◎ ○ ◎ ○ ○

健康・衛生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

教育

雇用 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

エネルギー ○ ○ ○ ○ ○

移動手段

情報

文化・伝統 ○ ○ ○ ○

人格と人の安全保障 ○ ○

正義・公正

強固な制度・平和・安定

水（質） ○ ○ ○ ○

大気 ○ ○ ○ ○

土壌 ○ ○ ○

生物多様性と生態系サービス ○ ○ ○ ○

資源効率・安全性 ○ ○ ○ ◎

気候 ○ ◎ ○ ◎ ◎

廃棄物 ○ ◎ ○ ◎ ○

包括的で健全な経済 ○ ○ ○ ○ ○

経済収束 ○ ○ ○

②

【4100】

建築工事業

◎：主要カテゴリ　○：関連カテゴリ

【4100】

建築工事業

【6810】

自己所有物件または賃貸

物件による不動産業

【1622】

建築用木材及び

建具製造業

川上の事業

【4663】

建築材料、金物類及び

配管暖房設備器具卸売業

同社の事業

① ③ ① ②

インパクトカテゴリ

国際産業標準分類国際産業標準分類
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同社の事業① 建築工事業（ISIC:4100） 

PI 「住居」「健康・衛生」「雇用」「エネルギー」「包括的で健全な経済」 

NI 
「健康・衛生」「雇用」「エネルギー」「人格と人の安全保障」「水（質）」「⼤気」 

「土壌」「生物多様性と生態系サービス」「資源効率・安全性」「気候」「廃棄物」 

「文化・伝統」「経済収束」については関連性が希薄であるため分析を省略する。 

【社会面】 

◆「住居」 

住宅の建設は人々の、居住空間を創出し、暮らしや安全を守るため、PI を発現させる。同社

では 3 ブランドを使い分けることで顧客ニーズにあわせた高品質な新築住宅を幅広い提供して

いることに加え、最長 60 年の手厚い長期保証体制により長く快適に住み続けられる住居を提

供することで PI を拡⼤している。 

上記は SDG11「住み続けられる街づくりを」に該当する。 

□「11.1 スラムを減らし、安全で快適な家と暮らしをすべての人に」 

 

◆「健康・衛生」 

住環境により居住者の健康や福祉が支えられるという PI が発現する。一方、住環境の形態・

使用する資材によっては居住者の健康や福祉が害されるという NI が発現する。 

同社では多様なお客様のニーズに対応しつつ、無垢材をはじめとする自然素材をふんだんに使

用した自然と調和した家づくりや、許容応用力度計算を用いた地震に強い安心・安全な木造

住宅の提供を通じて PI を拡⼤している。また、高断熱・高気密な「ZEH」相当住宅によるヒー

トショックなどの人体への負担を低減し、NI を緩和している。 

上記は SDG3「すべての人に健康と福祉を」に該当する。 

□「 3.4 正しい生活習慣を促し、早すぎる死亡を食い止める」 

 

◆「雇用」 

事業活動は、多くの雇用を創出し、従業員の生活を守るとともに、スキルや知識の習得による

成長に繋がる PI が発現する一方、長時間労働やハラスメントによるストレスフルな労働環境は

健康被害の発生や雇用形態の問題などによる NI が発現する。 

同社では育休、産休、時短勤務、定年後再雇用など諸制度を整備し、外国人人材の雇用

を通じて多様な人材が働き続けられる職場環境形成に努めている。 

加えて、人財は企業にとって宝との概念から、各年代、階層に合わせた研修制度や社内外研

修、インターンシップの実施や推奨取得資格（建築士、宅地建物取引士、インテリアコーディ

ネーター、施工管理技士など）の補助・資格手当により従業員がスキル・モチベーションアップに

繋がるような支援をサポートすることでやりがいのある職場環境を整備することで PI の拡⼤に貢
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献している。 

また、業務の効率化、システム化を推進し、従業員へタブレット支給をすることで在宅ワーク、フ

レックス制度を活用しやすい環境を整備し、過度の長時間労働を抑制するなど、労働形態の

改善を通じた NI を緩和している。 

上記は SDG3「すべての人に健康と福祉を」、SDG5「ジェンダー平等を実現しよう」、SDG8

「働きがいも経済成長も」に該当する。 

□「 3.4：正しい生活習慣を促し、早すぎる死亡を食い止める」 

□「 5.5：あらゆる意思決定に、男女が平等に参加できる社会へ」 

□「 8.5：すべての人に、働く喜びと正当な対価を」 

 

◆「エネルギー」 

建物の設計、建築方式によっては省エネに寄与する PI が発現し、設計、建築方式によっては

エネルギー効率を損なうという NI が発現する。 

同社では顧客世帯それぞれのニーズにあわせた理想の家づくりに加え、経済性、快適・健康性、

レジリエンスが実現できる省エネ住宅 ZEH の普及にも積極的に取り組んでおり、ZEH 普及実

績および目標を HP 上に掲げることで省エネ住宅推進を強固なものとし、PI の拡⼤している。ま

た、この省エネ住宅建設の推進により、住居におけるエネルギー効率を高めることで NI の緩和

に努めている。 

上記は SDG7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」に該当する。 

□「 7.３:全世界で、エネルギー効率の改善率を 2 倍にしよう」 

 

◆「人格と人の安全保障」 

労働環境によっては従業員の安全が守られないという NI が発現する。 

同社では施工現場において作業前の作業環境の安全確認、安全装置の動作確認、作業手

順の確認の徹底により労働者の安全と健康を確保し、NI を緩和している。 

上記は SDG８「働きがいも経済成長も」に該当する。 

□「 8.8：特に弱い立場の移住労働者に、安全・安心な労働環境を」 
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【環境面】 

◆「水（質）」「⼤気」「土壌」「生物多様性と生態系サービス」「資源効率・安全性」「気候」 

「廃棄物」 

建築工事業における非効率で粗末な工事は、⼤気に浮遊する塵や有害物質が発生し、多く

の資材が消費され、温室効果ガスや廃棄物の過剰な排出の恐れがある。また、地盤改良や

掘削によって土壌汚染や植生や野生動物の生息地が破壊に繋がる可能性があるなど、環境

カテゴリにおける多くの NI が発現する。 

同社では新築住宅案件において適切な土壌検査や開発許可や見積積算精度向上を通じた

建築現場における残資材および廃棄物、温室効果ガス、塵などの有害物質の削減へ取り組

んでいる。同社にて建築した住宅の定期的なメンテナンス対応により住宅の長寿命化を図って

いる。また、現場で発生する汚水処理、廃棄物の分別・リサイクルについても適切に対処するこ

とで NI を緩和している。 

上記は SDG3「すべての人に健康と福祉を」、SDG6「安全な水とトイレを世界に」、SDG12

「つくる責任つかう責任」、SDG13「気候変動に具体的な対策を」に該当する。 

□「 3.9：環境汚染による死亡や病気を、⼤幅に減らそう」 

□「 6.6：水に関わるすべての生態系を保護し、回復させる」 

□「12.5：廃棄物の発生を３R で⼤幅に減らす」 

□「13.3：気候変動に対する正しい知識と対応能力をみんなに」 

【経済面】 

◆「包括的で健全な経済」 

事業活動により地域経済が活性化するという PI が発現する。 

同社では、注文住宅・建売住宅をはじめ、リフォームなど多種多様な要望に対して応じる体制

が整っており、営業エリア内においては長年にわたり継続的な取引が図られるなどの同社事業の

拡充は地域経済の発展につながり、「包括的で健全な経済」との PI を拡⼤する。 

上記は SDG9「産業と技術革新の基盤をつくろう」、SDG11「住み続けられる街づくりを」に該

当する。 

 

同社の事業② 自己所有物件または賃貸物件による不動産業（ISIC:6810） 

PI 「住居」 

NI 「住居」「資源効率・安全性」「気候」 

分析にあたり、「健康・衛生」「雇用」「包括的で健全な経済」は同社の事業①「建築工事業」

と重複するため、分析を割愛している。 

また、「文化・伝統」「土壌」「生物多様性と生態系サービス」「資源効率・安全性」「廃棄物」に

ついては、与える影響が希薄なため分析を省略する。 
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【社会面】 

◆「住居」  

住宅建築には土地が必須であり、立地条件により健やかな暮らしと安全な生活を提供すること

で PI を発現させる一方、立地や価格等によっては居住空間や住宅の取得に悪影響を与える

可能性があるなど NI が発現させる。 

同社は土地探しから住宅建築をサポートすることで、価格面、立地面を考慮した上での住宅

建築に取り組んでおり、PI を拡⼤する。また、不動産業を通じて住宅建設用地を取得し、高

品質かつローコストの建売住宅と併せて提供することで低コストでの高品質住居環境提供を実

現し、NI を緩和している。 

上記は SDG11「住み続けられる街づくりを」に該当する。 

□「11.1 スラムを減らし、安全で快適な家と暮らしをすべての人に」 

【環境面】 

◆「資源効率・安全性」「気候」 

省エネ性能が悪い建物はエネルギー効率を悪化させ、温室効果ガスの排出量が増加するとい

う NI が発現する。 

同社では省エネ住宅建設を積極的に提供することで効率的なエネルギーの使用および温室効

果ガスの排出削減に寄与し NI を緩和している。 

上記は SDG7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」、SDG13「気候変動に具体的な対策を」

に該当する。 

□「 7.３:全世界で、エネルギー効率の改善率を 2 倍にしよう」 

□「13.3 気候変動に対する正しい知識と対応能力をみんなに」 
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(4)特定したインパクト 

下図は「バリューチェーン分析」「インパクトマッピング」の結果を踏まえて、同社のバリューチェーンが

与えるインパクトを可視化したものである。 

 

 

 

以上を踏まえて同社のインパクトを下記の 2 つに特定した。 

【重要なインパクト】 

「人と環境にやさしい家づくりの推進を通じた持続可能な街づくりへの貢献」 

「多様な人材がやりがいをもって働き続けられる職場環境づくり」 

 

 

 

 

正

の

影

響

負

の

影

響

社会

SDG8

SDG8 SDG12

SDG11

SDG13

SDG7SDG3

社会

SDG7

環境

SDG3 SDG11SDG5

SDG5
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① 人と環境にやさしい家づくりの推進を通じた持続可能な街づくりへの貢献 

・快適性、環境に配慮した「ZEH」相当仕様の家づくり（SDG3、7、11、13） 

同社では 3 種のコンセプト・価格帯の異なるブランドを使い分け、顧客の多様なニーズに対応し

ながら高品質な新築戸建て住宅を提供することで地域における住環境の向上、高断熱・高気

密の家づくりを通じて住民の健康福祉の増進に貢献している。 

住宅建築においては耐震性の高さのような安全性の確保に加え、断熱、省エネといった要素に

ついても住まう住民の健やかで快適な生活の実現とエネルギー効率の観点からより重要視され

ている。 

同社においてもこれらの要素に対応した住宅建築を推進しており、今後においても「ZEH」相当

住宅の提供割合を増加させていく方針である。 

そのため、既に「ZEH」相当住宅仕様が前提となっている「Naturie（ナチュリエ）」、「ONLY 

HOME（オンリーホーム）」に加え、同社提供の 3 ブランドのうち最もローコスト価格帯となる

「Simple Home（シンプルホーム）」において統一規格を「ZEH」相当住宅に引き上げていく

ことで同社年間建築住宅数における「ZEH」相当住宅比率を高め、地域における住環境の向

上、住民の健康福祉の増進、地域エネルギーの効率化への貢献を強化していく。 

 

・建築現場で発生する廃棄物の削減（SDG12） 

同社では住宅建設時の見積業務のシステム化を通じた見積積算精度向上による建築現場

における残資材の削減や、建築現場における残資材、廃棄物の分別の徹底、残資材、廃棄

物のリサイクル業者への受け渡しを通じた現場廃棄物の削減により、建築現場で発生する廃

棄物の抑制、削減に努め地域環境と共生する住宅建築業を構築している。 

今後、見積積算制度の向上に向けて更なる継続的改善を図っていくことで最適量の資材仕

入れを目指し、建築現場における残資材の更なる抑制を図っていくことに加え、同社が展開す

る住宅ブランド 3 ブランドのなかでも、規格が統一されており最も残資材の発生を抑制すること

のできる建売住宅ブランドである「Simple Home（シンプルホーム）」の提供数を拡⼤して

いくことでも同社全体での現場廃棄物削減を図っていく方針である。 

 

これらの取り組みを通じて、健やかで快適な居住環境の提供による地域の健康福祉への貢献

を強化するとともに、「ZEH」相当住宅の普及促進による地域エネルギー利用効率向上への

貢献、廃棄物削減を通じた地域環境保全への貢献を強化していく。 

これらのインパクトは UNEP FI のインパクトレーダーでは「住居」「健康・衛生」「エネルギー」「資

源効率・安全性」「廃棄物」のカテゴリに該当する。高品質でエコな家づくりを通じて「住居」の

社会的側面の PI を拡⼤し、「健康・衛生」「エネルギー」において社会的側面の PI を拡⼤し、

NI を緩和する。また、「ZEH」相当住宅の普及および廃棄物削減を通じて「資源効率・安全

性」「廃棄物」において環境的側面の NI を緩和する。  
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② 多様な人材がやりがいをもって働き続けられる職場環境づくり 

・従業員がやりがいをもってスキルアップに取り組むことのできる環境整備（SDG8） 

同社では内定者段階から開始する充実した階層別研修を中心とした社内外研修の受講体

制の整備、若手社員へのメンター制度による定期面談の実施により従業員が安心してスキル

習得に取り組むことのできる環境を整備し、会社と従業員の方向性のすり合わせを図り、従業

員のやりがい育成に努めている。 

また、推奨取得資格の設定、資格取得のサポート体制の整備に加えて、推奨資格の取得者

には資格手当を付与することでのスキルアップに向けたモチベーション向上を図っている。 

これらの人財育成への取り組みは 2019 年度～2020 年度において成長性・売上高伸率 

注文系ビルダーランキング 2 年連続全国 Nｏ.1 を獲得するなど近年急激な成長を遂げ、従

業員数においても急激に増加している同社を支える源泉の一つとなっている。 

今後においても従業員数について増加を図っていく方針であり、継続的に社内外研修制度や

勉強会、スキルアップ支援の方式について改善を図っていくことで更なる社内人材の育成と同

社の価値向上を図っていく。 

 

・業務効率化を通じた過度な長時間労働の抑制（SDG8） 

業務のシステム化を推進することや従業員へタブレットを支給することで業務効率の改善を図り、

在宅ワークやフレックス制度を活用しやすい職場環境形成に努めることで従業員の残業勤務

を抑制するとともに多様な働き方に対応できる職場づくりを推進している。 

今後においても業務効率化に資するシステム化や業務改善に継続的に取り組むことで長時間

労働を抑制していくとともに、従業員がワークライフバランスを確保し、健康的な生活を送ること

のできる職場づくりに取り組んでいく方針であり、「健康経営優良法人」の認定を取得する計

画である。 

 

・多様な人材の雇用促進（SDG5、8） 

同社では定年後再雇用制度の積極活用、外国人従業員の積極雇用および日本での生活

支援、産休・育休制度や時短勤務制度の制定活用に加えて女性の活躍が多い設計職の技

術力向上機会を提供するなど、女性従業員の働き続けやすい職場環境の整備といった取り

組みを通じて多様な人材の雇用を促進し、地域における雇用創出に貢献している。 

今後においても、多様な人材が働ける環境の整備、改善に継続的に取り組むことで、地域の

雇用を守り、持続可能な地域経済への貢献を強化していく。 

 

これらの取り組みを通じて、社員が健康的で働きがいをもって働ける職場環境を整備し、一人

ひとりの成長を促すことが可能となる。 

これらのインパクトは UNEP FI のインパクトレーダーでは「雇用」のカテゴリに該当し、社会的側

面の PI を拡⼤し、NI を緩和する。 
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 (5)インパクトニーズの確認 

① 日本におけるインパクトニーズ 

同社売上の⼤半は日本国内におけるものであり、国内における SDG インデックス＆ダッシュボード

を参照し、そのインパクトニーズと同社のインパクトとの関係性を確認した。 

本 PIF において特定したインパクトに対応する SDGs のゴールは、以下の 7 点である。 

「 3：すべての人に健康と福祉を」 

「 5：ジェンダー平等を実現しよう」 

「 7：エネルギーをみんなにそしてクリーンに」 

「 8：働きがいも経済成長も」 

「11：住み続けられる街づくりを」 

「12：つくる責任、つかう責任」 

「13：気候変動に具体的な対策を」 

 

国内における SDG ダッシュボード上では、「5」、「12」、「13」に関しては「⼤きな課題が残る」、

「7」、「8」に関しては「重要な課題が残る」、「3」、「11」に関しては「課題が残る」とされており、同

社における環境に配慮した家づくり、街づくりへの取り組み、多様な人材がやりがいをもって働き続

けられる職場環境形成への取り組みなどが、日本国内におけるインパクトニーズと一定の関係性

があることを確認した。 

 
（出典：SDSN） 
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② 岐阜県におけるインパクトニーズ 

同社の事業活動は立地する岐阜県を中心に行われていることから、「岐阜県 SDGs 未来都市

計画」を参照し、岐阜県内における SDGs 達成に向けての課題を確認した。 

下記の通り、岐阜県では「<環境>美しい清流とそれを育む豊かな森の保全と活用」、「<経済>

「清流の国ぎふ」ブランドと変化に強い地域経済の確立」、「<社会>誰もが活躍し生きがいを感

じられる地域社会の構築」を 2030 年のあるべき姿と設定し SDGs 達成に向けた課題を設定し

ており、同社における環境に配慮した家づくり、街づくりへの取り組み、多様な人材がやりがいをもっ

て働き続けられる職場環境形成への取り組みが、岐阜県におけるインパクトニーズと一定の関係

性があることを確認した。 

 

 
（出典：岐阜県第 2 期 SDGs 未来都市計画の概要） 
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③ 愛知県におけるインパクトニーズ 

同社の事業活動は愛知県においても行われていることから、「愛知県 SDGs 未来都市計画」を

参照し、愛知県内における SDGs 達成に向けての課題を確認した。 

下記の通り、愛知県では「<経済面>あらゆる産業において、イノベーションを巻き起こす力強い

産業づくりの推進」、「<社会面>すべての人が参画し、生涯にわたって活躍できる社会を奇瑞し

ていく、企業などで女性が活躍できる環境を作っていく」、「＜環境面＞多様な主体が連携して生

態系を守っていく、企業などと連携しながらカーボンニュートラルの実現にも取り組んでいく」といった

課題を SDGs 達成に向け設定しており、同社の環境負荷低減への取り組み、資源リサイクルへ

の取り組み、多様な人材の活躍できる職場環境形成に向けた取り組みが、愛知県におけるイン

パクトニーズと一定の関係性があることを確認した。 

 

 
（出典：愛知県第 2 期 SDGs 未来都市計画の概要） 
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④ 岐阜信用金庫との親和性 

◆「ぎふしん SDGs 宣言」 

 以下の 3 項目を SDGs 達成に向けた重点課題としている。 

 （1）持続可能な地域の経済成長のための活動 

 （2）持続可能な地域産業の基盤構築のための活動 

 （3）持続可能な街づくりのための活動 

 

◆親和性の確認 

本件 PIF の取り組みに際し特定した同社のインパクトである「人と環境にやさしい家づくりの推進

を通じた持続可能な街づくりへの貢献」については、「ぎふしん SDGs 宣言」の(1)、 (3)と、「多

様な人材がやりがいをもって働き続けられる職場環境づくり」については「ぎふしん SDGs 宣言」の

(2)と親和性があり、相互に協力しあうことで、「経済」「社会」「環境」の 3 つの側面に渡り、持続

可能な開発に関する枠組みとして、良質な効果が発生するものと思われる。 

 

以上から、本 PIF の取組みは追加性のある PI 創出支援を行うものであり、その本源的目的との

合致を確認したうえで SDGs 達成に向けた資金需要と資金供給とのギャップを埋めることを目指

すものである。 
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4．KPI の設定 

特定したインパクトの発現状況を今後も継続的に測定可能なものとするため、先に特定したインパク

トに対し、インパクトの種類、インパクトカテゴリ、関連するSDGs、内容・対応方針および目標とKPI

を整理、設定する。 

 

■人と環境にやさしい家づくりの推進を通じた持続可能な街づくりへの貢献 

項目 内容 

インパクトの種類 社会的側面においてポジティブインパクトを拡⼤ 

社会的・環境的側面においてネガティブインパクトを緩和 

インパクトカテゴリ 「住居」「健康・衛生」「エネルギー」「資源効率・安全性」「気候」 

「廃棄物」 

関連する SDGs  

 

 

 

内容・対応方針 ・建売住宅の「Simple Home（シンプルホーム）」ブランドにおける統

一規格の「ZEH」相当住宅仕様への見直し、改善を図ることで、環境

に配慮した住まいづくりを積極的に取り組む。 

・建売住宅の「Simple Home（シンプルホーム）」ブランドの更なる展

開に向けて東濃エリアを中心とした土地仕入れエリアの拡⼤や愛知県

及び三重県への積極的な事業展開を通じて耐震性に優れた安心・安

全な居住空間を提供する。 

・見積積算制度の向上に向けた継続的改善による最適量の資材仕入

れ、現場残資材の抑制をする。 

目標と KPI ・2028 年 4 月期までに、年間建築住宅数における「ZEH」相当住宅

比率を 90%以上とする。 

・2028 年 4 月期までに、売上規模 75 億円（会社全体）を達成す

る。 

・2030 年 4 月期までに、廃棄物の排出量を 2023 年 4 月実績と比

較して 10%以上削減する。 

 ※売上高を原単位として排出割合を算出する。 
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■多様な人材がやりがいをもって働き続けられる職場環境づくり 

項目 内容 

インパクトの種類 社会的側面においてポジティブインパクトを拡⼤ 

社会的側面においてネガティブインパクトを緩和 

インパクトカテゴリ 「雇用」 

関連する SDGs  

 

 

内容・対応方針 ・建築士、宅地建物取引士、インテリアコーディネーター、施工管理技

士など業務に関連する推奨資格や技能検定のサポート体制を強化

し、従業員の人材開発に努め、雇用の増加を図る。  

・業務効率化に資するシステム化や業務改善への継続的な取り組み通

じてワークライフバランスの推進。 

・多様な人材が働き続けやすい職場環境の整備への継続的な取り組

みを行う。 

目標と KPI ・2030 年 4 月期までに、建築士 2 級以上取得者の 10 名増加、宅

地建物取引士取得者 6 名増加、インテリアコーディネーター5 名増

加、施工管理技士 5 名増加を実現する。 

・2030 年 4 月期までに、従業員の月間平均残業時間を現状の月平

均 20 時間から 10 時間以下へ抑制する。 

・健康経営優良法人認定を新規取得し、2030 年 4 月期まで認定取

得を継続する。 

・2030 年 4 月期までに、従業員における女性従業員割合を 2023 年

時の 27％から 35％へと引き上げ、女性管理職についても 3 名増員

する。 
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5．モニタリング 

(1)ヤマカ木材におけるインパクトの管理体制 

同社では、山田社長と髙橋経営戦略室室長を中心に自社業務の棚卸を行い、本 PIF における

インパクトの特定、並びに KPI の設定を行った。 

今後については、以下の体制を中心とした同社プロジェクトチームが柱となって SDGs の推進、本

PIF で設定した KPI の進捗管理を行っていく方針である。 

 

【モニタリング体制】 

統括責任者 代表取締役社長   山田 重貴 

プロジェクトリーダー 経営戦略室室長 髙橋 創 

 

(2)当金庫によるモニタリング 

本 PIF で設定した KPI および進捗状況については、同社と岐阜信用金庫の担当者が定期的な

場を設けて情報共有する。情報共有については、少なくとも年に 1 回実施することに加え、日々

の情報交換や営業活動を通じて実施していく。 

 

(3)モニタリング期間 

下記の通り融資返済期限と同一期間にて定める。 

モニタリング期間 

（返済期限） 

7 年間 

（2030 年 11 月 25 日） 
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【留意事項】 

１．本評価書の内容は、岐阜信用金庫が現時点で入手可能な公開情報、株式会社ヤマカ

木材から提供された情報や同社へのインタビューなどで収集した情報に基づいて、現時点で

の状況を評価したものであり、将来における実現可能性、ポジティブな成果などを保証するも

のではありません。 

２．岐阜信用金庫が本評価に際して用いた情報は、岐阜信用金庫がその裁量により信頼でき

ると判断したものではあるものの、これらの情報の正確性などについて独自に検証しているわ

けではありません。岐阜信用金庫は、これらの情報の正確性、適時性、網羅性、完全性、

および特定目的への適合性その他一切の事項について、明示・黙示を問わず、何ら表明ま

たは保証をするものではありません。 

３．本評価書に関する一切の権利は岐阜信用金庫に帰属します。評価書の全部または一部

を自己使用の目的を超えての使用（複製、改変、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳及び翻

案などを含みます）、または使用する目的で保管することは禁止されています。 

 

 


